
都
市
計
画
法
・
建
築
基
準
法
制
定

設
備
関
係
団
体
な
ど
で
実
行
委

改
正
建
築
基
準
法
が
全
面
施
行

規

制

合
理
化

既
存
建
築
物
の
安
全
性
確
保
へ

都
市
計
画
法
・
建
築
基
準
法
制
定
百
周
年
記
念
式
典
が
六
月
十
九
日
、
東
京
・
千
代
田
区
の
東
京
国
際
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
盛
大
に
開
か
れ
た
。
建
築
設
備
関
係
団
体
な
ど
に
よ
る
記
念
事
業
実
行
委
員
会
の
主
催
で
石
井
啓
一
国
土

交
通
相
を
は
じ
め
行
政
・
業
界
関
係
者
や
学
識
者
な
ど
千
名
超
が
一
堂
に
集
い
、
事
業
功
労
者
の
大
臣
表
彰
、
記

念
講
演
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
て
活
発
な
情
報
交
換
を
繰
り
広
げ
た
。
都
市
計
画
・
建
築
基

準
制
度
の
さ
ら
な
る
発
展
と
国
民
の
理
解
増
進
へ
官
民
の
連
携
を
一
段
と
強
化
し
て
い
く
。

全
国
初
の
都
市
計
画
・
建

築
法
制
と
な
る
旧
都
市
計
画

法
・
市
街
地
建
築
物
法
が
一

九
一
九
年
に
制
定
さ
れ
た
。

こ
れ
を
母
体
と
し
て
一
九
五

〇
年
に
建
築
基
準
法
、
一
九

六
八
年
に
新
都
市
計
画
法
が

成
立
す
る
。

記
念
事
業
実
行
委
は
公
益

財
団
法
人
都
市
計
画
協
会
、

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
セ

ン
タ
ー
、
一
般
社
団
法
人
日

本
建
築
学
会
、
一
般
財
団
法

人
建
築
環
境
・
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
機
構
、
公
益
財
団
法
人
建

築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ

ー
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金

融
支
援
機
構
、
公
益
財
団
法

人
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
紛
争

処
理
支
援
セ
ン
タ
ー
、
公
益

社
団
法
人
日
本
下
水
道
協

会
、
一
般
財
団
法
人
ベ
タ
ー

リ
ビ
ン
グ
な
ど
で
構
成
。
協

賛
団
体
と
し
て
一
般
社
団
法

人
建
築
設
備
技
術
者
協
会
、

日
本
下
水
道
事
業
団
、
一
般

社
団
法
人
日
本
設
備
設
計
事

務
所
協
会
連
合
会
、
一
般
社

団
法
人
リ
ビ
ン
グ
ア
メ
ニ
テ

ィ
協
会
、
公
益
社
団
法
人
ロ

ン
グ
ラ
イ
フ
ビ
ル
推
進
協
会

な
ど
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

記
念
式
典
で
は
主
催
者
を

代
表
し
て
竹
歳
誠
実
行
委
員

会
会
長
・
都
市
計
画
協
会
会

長
が
冒
頭
あ
い
さ
つ
に
立
ち

「
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少

社
会
を
迎
え
た
が
、
い
ま
こ

そ
美
し
い
景
観
と
ま
ち
づ
く

り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本

日
の
記
念
式
典
が
次
の
百
年

に
向
け
た
新
た
な
出
発
点
と

な
る
こ
と
を
祈
念
す
る
」
と

述
べ
た
。

続
い
て
石
井
国
交
相
が
登

壇
し
、
事
業
功
労
者
の
大
臣

表
彰
と
し
て
感
謝
状
を
贈
呈

し
た
。
ま
た
伊
藤
滋
東
京
大

学
名
誉
教
授
が
「
万
華
鏡
都

市
東
京
」
と
題
し
て
記
念
講

演
を
行
う
と
と
も
に
、
青
山

佾
明
治
大
学
名
誉
教
授
、
岸

井
隆
幸
日
本
大
学
理
工
学
部

特
任
教
授
・
一
般
財
団
法
人

計
量
計
画
研
究
所
代
表
理

事
、
宇
田
左
近
ビ
ジ
ネ
ス
・

ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
大
学
副
学

長
、
保
井
美
樹
法
政
大
学
現

代
福
祉
学
部
教
授
ら
が
「
東

京
の
都
市
づ
く
り
」
を
テ
ー

マ
に
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
を
展
開
し
、
橋
本
公
博

日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
理
事
長

の
閉
会
あ
い
さ
つ
で
締
め
く

く
っ
た
。

昨
年
六
月
に
公
布
さ
れ
た

改
正
建
築
基
準
法
が
六
月
二

十
五
日
に
全
面
施
行
さ
れ

た
。
密
集
市
街
地
な
ど
の
整

備
改
善
に
向
け
た
規
制
の
合

理
化
や
既
存
建
築
物
の
安
全

性
確
保
に
関
す
る
見
直
し
、

建
築
物
の
用
途
転
用
の
円
滑

化
を
図
る
新
制
度
の
創
設
な

ど
を
行
う
。

改
正
法
で
は
密
集
市
街
地

な
ど
の
規
制
の
合
理
化
と
し

て
防
火
地
域
や
準
防
火
地
域

に
お
け
る
延
焼
防
止
性
能
の

高
い
建
築
物
の
建
蔽
率
を
一

〇
％
緩
和
す
る
と
と
も
に
、

新
た
に
技
術
的
基
準
を
整
備

す
る
。
ま
た
既
存
建
築
物
の

維
持
保
全
に
よ
る
安
全
性
の

確
保
で
は
既
存
不
適
格
建
築

物
に
対
す
る
指
導
・
助
言
の

仕
組
み
を
導
入
し
、
維
持
保

全
計
画
の
作
成
が
必
要
と
な

る
建
築
物
な
ど
の
範
囲
を
拡

大
す
る
。

戸
建
て
住
宅
な
ど
を
他
の

用
途
に
転
用
す
る
場
合
の
規

制
の
合
理
化
で
は
耐
火
建
築

物
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
階
建
て
の
商
業
施
設
、
宿

泊
施
設
、
福
祉
施
設
な
ど
が

二
〇
〇
㎡
未
満
の
場
合
、
必

要
な
措
置
を
施
す
こ
と
で
耐

火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
不

要
に
す
る
。
二
〇
〇
㎡
以
下

の
建
築
物
の
他
の
用
途
へ
の

転
用
に
つ
い
て
も
建
築
確
認

手
続
き
を
不
要
に
す
る
方
針

だ
。建

築
物
の
用
途
転
用
の
円

滑
化
に
向
け
た
新
制
度
の
創

設
で
は
既
存
建
築
物
を
二
つ

以
上
の
工
事
に
分
け
て
用
途

変
更
に
伴
う
工
事
を
行
う
場

合
、
新
た
に
全
体
計
画
認
定

制
度
を
導
入
す
る
。
建
築
物

を
一
時
的
に
他
の
用
途
に
転

用
す
る
場
合
は
一
部
の
規
定

を
緩
和
す
る
。

木
材
利
用
の
推
進
に
向
け

た
規
制
の
合
理
化
で
は
耐
火

構
造
に
し
な
く
て
よ
い
木
造

建
築
物
の
範
囲
を
拡
大
。
と

く
に
中
層
建
築
物
に
つ
い
て

は
必
要
な
措
置
を
施
す
こ
と

で
性
能
の
高
い
準
耐
火
構
造

と
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
。
防
火
・
準
防
火
地
域
内

の
二
ｍ
超
の
門
・
塀
に
つ
い

て
は
一
定
の
範
囲
で
木
材
も

利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

用
途
制
限
に
関
す
る
特
例

許
可
手
続
き
の
簡
素
化
で
は

特
例
許
可
の
実
績
が
あ
る
建

築
物
に
つ
い
て
特
例
許
可
の

手
続
き
に
お
け
る
建
築
審
査

会
の
同
意
を
不
要
に
す
る
。

石井国交相

東京国際フォーラムで開催

竹歳会長
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